
６．

課　長 係総括

住所

氏名

TEL

建築主

建　築　協　議　書　（建築敷地調査書）

第１種住居

第１種低層住専

２．

指定なし

商業

４．準防火地域

内 ・ 外 （

外 （

第２種住居

第１種中高層住専

９．

12．

２．

５．

８．

11．

３．

㊞

⑦

本庁５階

都市整備課

・要

・ 未 ）

・ 不要

）

⑤

本庁５階

土木課

㊞

⑥

本庁５階

上下水道局

㊞

②※①

文化財課

本庁２階

環境課

別館２階

㊞

※一戸建ての
住宅等は除く

③

本庁３階

農業委員会

㊞

④

本庁３階

農業振興課

（

市道 ４．

有 ・ 無 （

・ ・壁面広告 屋上広告有 ・ 無 （

自然災害による住宅の滅失・破損に伴う1年以内の申請手数料が免除 

内

幅 員 m

（

２． 県道

）

１． ２．

１． 専用住宅 ２． ３．

）隈地区

４．増　築 ３． 改　築

１．

４．

７．

10．

１．

近隣商業

大規模建築物等

日田バイパス地区

高度地区

その他（

大規模模様替 ７．

共同住宅 その他（

２． ３．

法第22条区域 ３．

工業

５． ６．大規模修繕

新　築

３．

日田市地 名 ・ 地 番

１． 国道

・ 外

景観形成重点地区等
（ 景 観 法 の 届 出 ）

内 ・

伝統的建造物群保存地区

屋 外 広 告 物 の 設 置

罹 災 証 明 の 有 無

準住居

準工業

区域外

敷
 

地
 

の
 

位
 

置
 

等□
 

都
市
整
備
課

１． 景観形成重点地区

前 面 道 路 の 状 況

前 面 道 路 の 幅 員

都 市 計 画 道 路

主 要 用 途

工 事 種 別

都 市 計 画 公 園

そ の 他 の 地 域

用 途 地 域

済

小鹿田焼の里地区

）

m

４．その他（ ）

線）

）

幅員

公園）

・ ）野立看板・突出広告 その他

係　員

　日田市長　　様

　日田市環境保全条例第17条第１項の規定により関係書類を添えて協議します。

（様式第２号）

豆田地区地区名（

都市計画法第53条許可

現状変更の許可 済

日月年

令和２年１２月施行

指定なし

指定なし

用途変更

移　転

第２種中高層住専



□
　
環
境
課

□
　
上
下
水
道
局

上
　
水 ㊞

担当印

□
　
都
市
整
備
課

日

号

月

担当印

㊞

中高層建築物等の届出

下
　
水

排水施設の
末端処理

建築物等の建築により予想さ
れる公害又は災害に対する
措置
※専用住宅は除く

無 ）

公共の用に供している排水施設

）

１．

３．

５．

２．

４．

その他（

河川

下水道

）年度供用予定

）

内 ・ 外

水洗式

汲み取り式

水廻りなし

（

内 ・ 外

ア．

イ．

ウ．

エ．

下水道認可区域

下水道認可区域

１．

２．

３．

供用区域

□

□

建築物の高さ

共同住宅

％）

㎡

㎡

汚水の処理

便所の種類

給水施設

上　水

簡　水

給　水

□

□

（添付書類）

１．建築予定地の付近見取図

２．確認申請書の１～６面

年

第
開発行為 ／ 開発協議

緑 地 の 確 保

３．予定地周辺の字図

□ 里道、水路に関しては、日田市土木課河川水路係で別途協議すること。

□ 必要に応じて、近隣住民等及び地元自治会に対する事前説明を実施してください。

□ 町内会や自治会等のコミュニティ活動への積極的な参加・協力をお願いします。

□ 当初の計画に変更が生じた場合は、すみやかに事前相談・事前協議をお願いします。

（その他）　※関係各課で必要に応じて記入してください。

【注意事項について】

緑　　地

ためますの有無 （ 有 ・

下水道計画区域

下水道計画区域

浄化槽

汲み取り

宅地を占有する時 （

長屋 ：　（

□

□

□ ６．給水施設、汚水の処理及び排水施設の関係書類

□ ７．その他市長が必要と認める書類

４．配置図（連続して1,000平方メートル以上の事業の用に供する宅地を占有する時は、緑地の位置及び面積を記入）

５．平面図、立面図（高さと外観がわかるもの）

□

有

敷 地 面 積

無・
m）

戸）

不要 ・ 要 ・ ）

連続して1,000㎡以上の事業の用に供する

□

（

（ 未 済

※環境保全条例の協議事項

１．

２．

３．

４． その他（


